
出店までの流れ（パン，餅菓子等の販売） 
 

  

 

 

 

出店者 
市 

鈴鹿保健所 鈴鹿中央消防署 

（営業許可） 

（パンや餅菓子等を調理し販売する場合は菓

子製造業許可） 

 

（火気器具を使う

場合は露店等の開

設届） 

③ 保健所及び消防署の許可書の写しの提出 

食品表示ラベルの記載が確認できる写真 

④ 許可書発行 

納付書発行 

実施 

① 電話等で状況照会 

② 公園内行為許可

申請書の提出 

出店者 

市 

回答 

市街地整備課 

TEL.059-382-9025 

※菓子製造業許可は許可書発行までに時間が

かかるため，許可を受けていない場合は公園内

行為許可申請書の提出前に保健所へ申請 


